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上
博
楚
簡

『
容
成
氏
』

『
容
成
氏
』
の
全
体
構
成

一
九
九
四
年
に
上
海
博
物
館
は
香
港
の
骨
董
市
場
か
ら
―
二

O

0
余
枚
の
戦
国
楚
簡
を
購
入
し
た
。
こ
の
上
博
楚
簡
は
三
年
か
け

て
保
存
処
理
さ
れ
た
の
ち
、
一
九
九
七
年
か
ら
解
読
と
整
理
が
進

め
ら
れ
、
二

0
0
一
年
に
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
一
）
』

が
、
二

0
0
二
年
に
は
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
二
）
』

が
刊
行
さ
れ
た
。

上
博
楚
簡
は
盗
掘
品
で
あ
る
た
め
出
土
地
点
は
不
明
で
、
副
葬

さ
れ
た
時
期
も
は
っ
き
り
し
な
い
。
そ
こ
で
中
国
科
学
院
上
海
原

子
核
研
究
所
に
お
い
て
、
炭
素
1
4
を
用
い
た
年
代
測
定
が
行
わ
れ

た
。
そ
の
測
定
結
果
は
二
二
五
七
士
六
五
年
前
で
、
一
九
五

0
年

が
国
際
定
点
で
あ
る
か
ら
、
上
博
楚
簡
は
前
三

0
八
十
一
六
五
年
、

つ
ま
り
前
三
七
三
年
か
ら
前
二
四
三
年
の
間
の
書
写
と
な
る

（注

l
)
。
ま
た
出
土
地
点
に
関
し
て
、
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書

(
-
）
』
前
言
は
、
湖
北
省
か
ら
の
出
土
と
す
る
話
を
紹
介
し
、
郭

店
一
号
楚
墓
か
ら
盗
掘
さ
れ
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
。
さ
ら
に
副

葬
時
期
に
つ
い
て
も
、
竹
簡
や
字
体
の
分
析
、
郭
店
楚
簡
と
の
比

較
か
ら
、
楚
が
秦
の
攻
撃
を
受
け
て
郡
か
ら
陳
に
遷
都
す
る
前
二

七
八
年
以
前
と
推
定
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
上
博
楚
簡
の
書
写
年

代
は
、
前
三
七
三
年
か
ら
前
二
七
八
年
の
間
と
な
る
。

『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
二
）
』
に
は
、
古
代
帝
王
の
事

跡
を
記
す
『
容
成
氏
』
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
竹
簡
は
五
三
枚
で
、

そ
の
う
ち
三
七
枚
が
完
全
簡
、
七
枚
が
上
端
残
欠
、
三
枚
が
下
端

残
欠
、
二
枚
が
中
間
残
欠
、
四
枚
が
中
折
で
は
あ
る
が
文
字
に
欠

損
の
な
い
簡
と
な
っ
て
い
る
。
文
意
が
接
続
し
な
い
箇
所
が
複
数

存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
数
枚
の
脱
簡
が
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
第

五
三
簡
の
背
に
「
訟
成
氏
」
と
篇
題
を
記
す
。
解
読
と
整
理
を
担

当
し
た
李
零
氏
は
、
内
容
か
ら
判
断
す
る
に
、
こ
れ
は
『
荘
子
』

に
お
け
る
禅
譲
と
放
伐

中
国
研
究
集
刊
騰
号
（
総
3
6
号
）
平
成
十
六
年
十
二
月
五
五
ー
＇
七
四
頁

浅

野

裕
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肱
策
篇
で
最
古
の
帝
王
と
さ
れ
る
容
成
氏
を
指
す
と
解
し
、
篇
名

を
『
容
成
氏
』
と
し
て
い
る
。

『
容
成
氏
』
は
、
『
荘
子
』
肱
億
篇
や
『
太
平
御
覧
』
巻
七
六
所

引
の
『
六
鉛
』
侠
文
、
『
周
易
正
義
』
繋
辞
下
所
引
の
『
帝
王
世
紀
』

に
類
す
る
古
代
帝
王
の
系
譜
か
ら
始
ま
る
。
次
に
そ
の
部
分
を
示

す
（
注
2
)
o

…
…
【
尊
】
慮
氏
・
赫
詈
氏
・
喬
結
氏
・
蒼
頷
氏
・
軒
麟
氏
・

紳
農
氏
・
葬
ー
氏
・
膚
畢
氏
之
有
天
下
、
皆
不
授
其
子
而
授

賢
゜
其
徳
猶
（
悠
）
消
、
而
上
愛
下
、
而
―
其
志
、
而
寝
其

兵
、
而
官
其
材
。

こ
の
よ
う
に
第
一
簡
の
冒
頭
は
「
【
尊
】
慮
氏
」
か
ら
始
ま
る
が
、

「
訟
成
氏
」
な
る
篇
題
は
首
簡
冒
頭
の
三
字
を
採
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
、
本
来
は
容
成
氏
か
ら
始
ま
る
冒
頭
簡
が
あ
っ
た
と
推

測
さ
れ
る
。
そ
こ
で
参
考
ま
で
に
、
『
荘
子
』
肱
徳
篇
と
『
六
餡
』

侠
文
が
記
す
古
代
帝
王
の
系
譜
を
以
下
に
掲
げ
て
み
る
。

昔
者
容
成
氏
・
大
庭
氏
・
伯
皇
氏
・
中
央
氏
・
栗
陸
氏
・
畷

畜
氏
・
軒
棘
氏
・
赫
宵
氏
・
尊
慮
氏
・
祝
融
氏
・
伏
犠
氏
・

紳
農
氏
。
嘗
是
時
也
、
民
結
縄
而
用
之
、
廿
其
食
、
美
其
服
、

梨
其
俗
、
安
其
居
、
郡
國
相
望
、
雛
狗
之
音
相
聞
、
民
至
老

昔
柏
皇
氏
・
栗
陸
氏
・
囃
連
氏
・
軒
轍
氏
・
赫
脊
氏
・
尊
慮

氏
・
祝
融
氏
、
此
古
之
王
者
也
。
未
使
民
民
化
、
未
賞
民
民

勧
。
此
皆
古
之
善
為
政
者
也
。
至
於
伏
犠
氏
・
帥
農
氏
、
教

民
而
不
誅
。
黄
帝
・
甕
•
舜
、
誅
而
不
怒
。
古
之
不
愛
者
。

有
苗
有
之
、
甕
化
而
取
之
。
甕
徳
舜
、
化
而
受
之
。
舜
徳

萬
、
化
而
取
之
。
（
『
太
平
御
覧
』
巻
七
六
所
引
の
『
六
鮨
』

侠
文
）

こ
れ
ら
三
者
を
比
較
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
が
収
録
す
る
古
代
帝

王
の
名
称
や
先
後
関
係
に
は
、
多
少
の
相
違
が
見
ら
れ
る
。
戦
国

期
に
は
少
し
づ
つ
異
な
る
古
代
帝
王
の
系
譜
が
数
多
く
作
製
さ
れ

た
と
思
わ
れ
、
『
容
成
氏
』
が
記
す
系
譜
も
そ
の
―
つ
で
あ
ろ
う
。

『
容
成
氏
』
も
『
荘
子
』
肱
披
篇
も
『
六
鉛
』
侠
文
も
、
時
代

を
遡
る
ほ
ど
理
想
的
統
治
が
行
わ
れ
て
い
た
と
す
る
尚
古
思
想
を

説
く
。
こ
の
点
で
三
者
は
大
き
な
共
通
性
を
持
つ
が
、
「
皆
不
授
其

子
而
授
賢
」
と
、
上
古
の
時
代
に
は
血
縁
相
続
を
排
除
し
て
賢
者

へ
の
禅
譲
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
強
調
す
る
点
に
、
『
容
成
氏
』

の
特
色
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
禅
譲
こ
そ
が
、
『
容
成
氏
』
が
理
想

と
し
た
王
朝
交
替
の
形
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

死
而
不
相
往
束
。
若
此
之
時
、
則
至
治
已
゜

篇）

子
』
肱
館
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次
に
『
容
成
氏
』
は
、
あ
る
君
主
の
治
世
を
叙
述
し
て
、
「
不
賞

不
罰
、
不
刑
不
殺
。
邦
無
飢
人
、
道
路
無
瘍
死
者
。
上
下
貴
賤
‘

各
得
其
世
」
と
賛
美
す
る
が
、
竹
簡
が
欠
損
し
て
い
て
、
誰
の
治

世
を
指
す
の
か
判
然
と
し
な
い
。
李
零
氏
は
尭
・
舜
の
前
に
位
置

す
る
帝
僭
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。

続
い
て
『
容
成
氏
』
は
、
甕
の
治
世
、
党
か
ら
舜
へ
の
禅
譲
の

経
緯
、
舜
の
治
世
、
舜
か
ら
萬
へ
の
禅
譲
の
経
緯
、
萬
の
治
世
、

殷
の
湯
王
が
夏
の
架
王
を
放
伐
し
た
経
緯
、
周
の
武
王
が
殷
の
紺

王
を
排
除
し
た
経
緯
な
ど
を
記
す
。
こ
の
よ
う
に
『
容
成
氏
』
は
、

(
1
)
上
古
の
帝
王
の
系
譜
、

(
2
)
帝
魯
と
思
し
き
帝
王
の
治
世
、

(
3
)
発
の
治
世
、

(
4
)
発
か
ら
舜
へ
の
禅
譲
の
経
緯
、

(
5
)

舜
の
治
世
、

(
6
)
舜
か
ら
萬
へ
の
禅
譲
の
経
緯
、
(
7
)
萬
の
治

世
、
(
8
)
殷
の
湯
王
が
夏
の
架
王
を
放
伐
し
た
経
緯
、
(
9
)
周

の
武
王
が
殷
の
紺
王
を
排
除
し
た
経
緯
の
九
つ
の
部
分
で
構
成
さ

れ
て
い
る
。

『
容
成
氏
』
は
血
縁
相
続
を
否
定
し
て
禅
譲
を
理
想
と
す
る
が
、

次
に
そ
の
様
相
を
具
体
的
に
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
帝
轡
と

推
定
さ
れ
る
帝
王
は
、
「
匡
天
下
之
政
、
十
有
九
年
而
王
天
下
。
三

十
有
七
年
而
浪
終
」
と
、
在
位
三
七
年
に
し
て
没
す
る
。
『
容
成
氏
』

『
容
成
氏
』
に
お
け
る
禅
譲

は
そ
の
後
を
承
け
て
、
発
の
時
代
の
叙
述
に
移
行
す
る
。

党
が
天
子
に
即
位
す
る
経
緯
を
示
し
て
み
る
。

以
下
に

昔
発
慮
於
丹
府
輿
蒻
陵
之
間
。
発
賤
施
而
時
時
賞
、
不
勧
而

民
力
、
不
刑
殺
而
無
盗
賊
、
甚
緩
而
民
服
。
於
是
乎
方
百
里

之
中
率
、
天
下
之
人
就
、
奉
而
立
之
、
以
為
天
子
。
於
是
乎

方
園
千
里
。
立
板
正
位
、
四
向
陳
、
和
懐
以
束
天
下
之
民
。

其
政
治
而
不
賞
、
官
而
不
爵
、
無
勘
於
民
、
而
治
乱
不
倦
。

故
日
、
賢
及
…
…
尭
是
以
視
賢
。
履
地
戴
天
、
篤
義
輿
信
、

會
在
天
地
之
間
、
而
包
在
四
海
之
内
、
畢
能
其
事
、
而
立
為

天
子
。
尭
為
之
教
日
、
自
入
焉
、
余
穴
窺
焉
、
以
求
賢
者
而

譲
焉
。
党
以
天
下
譲
於
賢
者
、
天
下
之
賢
者
莫
之
能
受
也
。

萬
邦
之
君
皆
以
其
邦
譲
於
賢
…
…
賢
者
。
而
賢
者
莫
之
能
受

也
。
於
是
乎
天
下
之
人
、
以
発
為
善
興
賢
、
而
卒
立
之
。

発
は
帝
轡
と
思
し
き
帝
王
の
時
代
に
は
、
丹
府
と
蒻
陵
の
間
に

封
国
を
持
つ
一
諸
侯
で
あ
っ
た
。
善
政
を
施
し
て
治
績
を
上
げ
た

結
果
、
前
王
の
死
後
、
天
下
の
人
々
に
推
戴
さ
れ
て
天
子
の
位
に

就
い
た
。
だ
が
発
は
、
広
い
天
下
に
は
自
分
よ
り
も
天
子
に
ふ
さ

わ
し
い
人
物
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
し
て
、
禅
譲
す
べ
き
賢
者

を
探
し
出
そ
う
と
す
る
。

ま
ず
党
は
「
履
地
戴
天
、
篤
義
典
信
、
會
在
天
地
之
間
、
而
包
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在
四
海
之
内
」
と
の
賢
者
の
要
件
を
示
す
。
そ
の
上
で
、
「
畢
能
其

事
、
而
立
為
天
子
」
と
、
賢
者
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
し
た
者
に

天
子
の
位
を
譲
る
と
宣
言
し
、
「
自
入
焉
、
余
穴
窺
焉
、
以
求
賢
者

而
譲
焉
」
と
、
天
下
中
に
禅
譲
す
べ
き
賢
者
を
公
募
す
る
。
応
募

者
の
行
状
を
密
か
に
観
察
し
、
賢
者
の
要
件
す
べ
て
を
満
た
す
賢

者
だ
と
確
認
し
た
の
ち
に
、
彼
に
禅
譲
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
「
甕
以
天
下
譲
於
賢
者
、
天
下
之
賢
者
莫
之
能
受
也
」

と
、
密
か
に
行
状
を
観
察
し
た
結
果
、
応
募
者
の
中
に
は
誰
一
人

と
し
て
適
格
者
が
い
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
発
が
禅

譲
す
べ
き
賢
者
を
天
下
に
公
募
し
、
自
ら
応
募
者
の
行
状
を
観
察

し
て
、
全
員
を
不
適
格
と
判
定
し
た
と
す
る
の
は
、
伝
世
の
文
献

に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
新
し
い
要
素
で
あ
る
。

天
下
の
人
々
は
、
禅
譲
す
べ
き
賢
者
を
探
し
出
せ
な
か
っ
た
党

を
、
賢
者
を
尊
ぶ
人
物
だ
と
認
め
て
改
め
て
天
子
に
推
戴
す
る
。

こ
れ
が
党
が
天
子
と
な
っ
た
経
緯
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て

い
た
発
・
舜
の
禅
譲
伝
承
で
は
、
と
か
く
舜
の
側
に
の
み
記
述
が

集
中
し
、
党
は
単
に
舜
に
禅
譲
す
る
役
割
で
の
み
、
唐
突
に
登
場

す
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
（
注
3)°

こ
う
し
た
現
象
は
、
発
の
出
自
が

極
め
て
説
明
困
難
な
も
の
で
あ
っ
た
状
況
の
反
映
で
あ
ろ
う
。
こ

れ
に
比
べ
る
と
『
容
成
氏
』
の
発
に
関
す
る
記
述
は
、
格
段
に
具

体
性
を
帯
び
て
い
る
。
た
だ
し
、
党
が
父
祖
の
代
か
ら
諸
侯
の
地

位
を
相
続
し
て
い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
前
王
に
封
建
さ
れ
て
自
分

の
代
に
初
め
て
諸
侯
と
な
っ
た
の
か
は
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
甕

の
出
自
に
つ
い
て
詳
細
に
記
述
す
る
こ
と
に
は
、
や
は
り
相
当
困

難
な
事
情
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

党
の
出
自
が
不
鮮
明
な
の
と
同
様
に
、
前
王
か
ら
発
に
王
位
が

移
る
経
緯
に
つ
い
て
も
、
判
然
と
し
な
い
面
が
残
さ
れ
て
い
る
。

『
容
成
氏
』
は
前
王
に
息
子
が
い
た
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、

全
く
触
れ
よ
う
と
し
な
い
。
ま
た
前
王
が
党
に
禅
譲
の
意
思
を
表

明
し
た
と
は
、
一
切
言
わ
な
い
。
と
す
れ
ば
前
王
か
ら
甕
へ
の
王

朝
交
替
は
、
血
縁
相
続
で
も
な
け
れ
ば
、
募
奪
や
放
伐
で
も
な
く
、

禅
譲
で
も
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
甕
以
後
の
禅
譲
の
事
例
で
は
、

す
べ
て
息
子
の
存
在
に
言
及
す
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
前
王
に

は
息
子
が
な
く
、
そ
の
死
に
伴
っ
て
天
子
不
在
の
空
白
状
況
が
生

じ
た
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
党
の
即
位
は
、

も
と
よ
り
血
縁
や
武
力
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
諸
侯
と
し
て
治

績
を
上
げ
た
と
の
能
力
•
実
績
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
広
い

意
味
で
は
、
天
下
で
最
も
有
徳
な
人
物
に
王
位
を
譲
る
と
の
禅
譲

方
式
の
一
種
だ
と
言
え
な
く
も
な
い
。
し
か
も
発
は
、
自
分
よ
り

も
天
子
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
が
い
れ
ば
禅
譲
す
る
と
宣
言
し
、
禅

譲
す
べ
き
賢
者
を
公
募
し
て
果
た
せ
な
か
っ
た
結
果
、
最
終
的
に

天
子
の
位
に
就
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
こ
れ
は
禅
譲
路
線

の
事
例
に
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。

『
容
成
氏
』
は
、
発
の
治
世
に
つ
い
て
は
上
述
の
よ
う
な
簡
略
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な
記
述
で
済
ま
せ
、
す
ぐ
に
舜
へ
の
禅
譲
へ
と
話
題
を
転
換
す
る
。

従
前
の
禅
譲
説
話
に
比
べ
れ
ば
、
発
に
関
す
る
記
述
は
か
な
り
詳

細
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
『
容
成
氏
』
に
お
い
て
も
、
発
は
舜
に

禅
譲
す
る
者
と
し
て
の
性
格
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
と
言
え
よ

う
。
『
容
成
氏
』
は
、
舜
の
出
自
と
禅
譲
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
叙

述
す
る
。昔

舜
耕
於
一
納
丘
、
陶
於
河
濱
、
漁
於
雷
澤
。
孝
養
父
母
、
以

善
其
親
、
乃
及
邦
子
。
党
聞
之
、
而
美
其
行
。
発
於
是
乎
為

十
有
五
乗
、
以
三
従
舜
於
吠
畝
之
中
。
舜
於
是
乎
始
免
刈
断

詩
錨
、
謁
而
坐
之
、
子
発
南
面
、
舜
北
面
。
舜
於
是
乎
始
語

党
天
地
人
民
之
道
。
輿
之
言
政
、
悦
簡
以
行
、
典
之
言
楽
、

悦
和
以
長
、
輿
之
言
證
、
悦
博
以
不
逆
。
尭
乃
悦
。
発
…
…

【
党
乃
老
、
視
不
明
】
、
聴
不
聰
。
甕
有
子
九
人
、
不
以
其
子

為
後
。
見
舜
之
賢
也
、
而
欲
以
為
後
。

舜
は
一
恐
丘
の
麓
で
耕
作
し
、
黄
河
の
ほ
と
り
で
陶
器
を
作
り
、

雷
沢
で
魚
を
取
る
貧
し
い
生
活
で
あ
っ
た
が
、
父
母
に
孝
簑
を
尽

く
し
、
そ
の
感
化
は
親
族
の
子
弟
や
国
中
の
子
弟
に
ま
で
及
ん
だ
。

そ
の
評
判
を
聞
き
つ
け
た
甕
は
、
十
五
乗
の
車
列
を
組
み
、
三
度

も
田
野
に
耕
作
中
の
舜
を
探
索
し
た
。
こ
う
し
て
生
活
の
た
め
の

労
働
を
免
れ
た
舜
は
発
に
拝
謁
し
た
。
党
は
天
子
と
し
て
南
面
し
、

舜
は
臣
下
と
し
て
北
面
す
る
。
そ
こ
で
舜
は
党
に
対
し
、
常
日
頃

考
え
て
い
た
天
地
・
人
民
の
在
る
べ
き
道
を
語
る
。
発
が
舜
と
政

治
を
語
れ
ば
、
そ
れ
は
誠
を
尊
ぶ
や
り
方
で
行
い
や
す
く
、
音
楽

を
語
れ
ば
、
調
和
を
尊
ぶ
や
り
方
で
恒
常
的
な
教
化
の
手
段
に
で

き
、
礼
を
語
れ
ば
、
広
い
分
野
で
秩
序
が
維
持
で
き
る
と
い
う
も

の
だ
っ
た
の
で
、
党
は
大
い
に
満
足
し
て
帰
っ
た
。
そ
の
後
、
発

は
老
衰
を
迎
え
る
。
党
に
は
九
人
も
の
息
子
が
い
た
が
、
発
は
血

縁
に
よ
っ
て
わ
が
子
に
王
位
を
継
が
せ
よ
う
と
は
せ
ず
、
舜
が
賢

者
な
の
を
見
て
、
舜
を
天
子
に
立
て
た
と
い
う
。

次
に
『
容
成
氏
』
は
、
舜
の
治
世
に
つ
い
て
述
べ
る
。
『
上
海
博

物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
二
）
』
の
排
列
で
は
、
舜
の
治
績
を
記
す
部

分
を
第
十
五
簡
か
ら
第
十
七
簡
ま
で
と
し
て
い
る
が
、
舜
の
治
世

が
わ
ず
か
に
三
簡
分
の
記
述
で
終
了
す
る
の
は
、
少
な
す
ぎ
る
で

あ
ろ
う
。
第
二
三
簡
か
ら
第
二
八
簡
前
半
の
萬
の
治
水
事
業
に
関

す
る
部
分
、
及
び
第
二
八
簡
後
半
か
ら
第
三
〇
簡
の
后
稜
が
農
業

振
興
に
従
事
し
た
り
、
皐
陶
が
訟
獄
を
治
め
た
り
、
質
（
樅
）
が

音
律
を
定
め
た
り
す
る
部
分
は
、
い
ず
れ
も
彼
等
が
舜
の
臣
下
だ

っ
た
時
期
の
事
跡
で
あ
る
か
ら
、
本
来
は
発
か
ら
舜
へ
の
禅
譲
を

記
す
第
十
五
簡
の
後
に
位
置
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う

（注
4
)
0『

容
成
氏
』
は
舜
の
治
世
に
つ
い
て
述
べ
た
の
ち
、
舜
が
萬
に

禅
譲
し
た
経
緯
を
記
す
。
以
下
に
そ
の
部
分
を
示
し
て
み
る
。
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嘗
是
時
也
、
瓶
疫
不
至
、
妖
詳
不
行
、
禍
災
去
亡
、
禽
獣
肥

大
、
草
木
薬
長
。
昔
者
天
地
之
佐
舜
而
佑
善
、
如
是
状
也
。

舜
乃
老
、
祝
不
明
、
聴
不
聰
。
舜
有
子
七
人
、
不
以
其
子
為

後
。
見
萬
之
賢
也
、
而
欲
以
為
後
。
萬
乃
五
譲
以
天
下
之
賢

者
、
不
得
已
、
然
後
敢
受
之
。

『
容
成
氏
』
は
「
昔
者
天
地
之
佐
舜
而
佑
善
、
如
是
状
也
」
と

舜
の
治
績
を
称
賛
し
た
の
ち
、
舜
に
は
七
人
の
息
子
が
い
た
が
、

血
縁
に
よ
っ
て
王
位
を
継
が
せ
よ
う
と
は
せ
ず
、
萬
が
賢
者
な
の

を
見
て
彼
に
王
位
を
譲
ろ
う
と
し
た
と
述
べ
る
。
萬
は
、
天
下
に

は
自
分
よ
り
も
ふ
さ
わ
し
い
賢
者
が
い
る
と
し
て
、
五
度
も
辞
退

し
た
が
、
断
り
き
れ
ず
に
引
き
受
け
る
。
こ
う
し
て
萬
の
天
下
統

治
が
開
始
さ
れ
る
が
、
『
容
成
氏
』
は
そ
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
叙

述
す
る
。萬

聴
政
三
年
、
不
製
革
、
不
刃
金
、
不
略
矢
、
田
無
察
、
宅

不
エ
、
闊
市
無
賦
。
萬
乃
因
山
陵
平
濡
之
可
封
邑
者
、
而
繁

賓
之
。
乃
因
遁
以
知
遠
、
去
苛
而
行
簡
、
因
民
之
欲
、
會
天

地
之
利
突
。
是
以
近
者
悦
治
、
而
遠
者
自
至
、
四
海
之
内
、

及
四
海
之
外
、
皆
請
貢
。
萬
然
後
始
為
之
琥
旗
、
以
辮
其
左

右
、
思
民
母
惑
。
東
方
之
旗
以
日
、
西
方
之
旗
以
月
、
南
方

萬
に
は
五
人
の
息
子
が
い
た
が
、

血
縁
に
よ
っ
て
王
位
を
継
が

之
旗
以
蛇
、
中
正
之
旗
以
熊
、
北
方
之
旗
以
鳥
。
萬
然
後
始

行
以
倹
。
衣
不
製
美
、
食
不
重
味
、
朝
不
車
逆
、
春
不
毀
米
、

宰
不
折
骨
、
…
…
…

萬
は
即
位
後
三
年
の
間
、
兵
器
の
製
造
を
中
止
し
、
田
野
で
は

収
穫
量
に
目
を
光
ら
せ
た
り
せ
ず
、
都
邑
で
は
宮
殿
の
増
築
工
事

を
行
わ
ず
、
関
所
や
市
場
の
賦
税
を
免
除
し
、
山
陵
や
低
湿
地
で

城
邑
建
設
が
可
能
な
場
所
を
探
し
出
し
て
、
地
方
に
都
市
を
建
設

す
る
と
い
っ
た
施
策
を
行
い
、
苛
細
な
制
度
を
廃
止
し
て
行
政
を

簡
略
化
し
た
。
そ
の
結
果
、
四
海
の
内
は
も
と
よ
り
、
四
海
の
外

ま
で
も
、
皆
朝
貢
を
願
い
出
て
く
る
。
こ
れ
を
見
届
け
た
上
で
、

萬
は
中
央
と
東
西
南
北
を
表
示
す
る
号
旗
を
作
り
、
天
下
の
方
面

を
確
定
す
る
。
こ
れ
を
達
成
し
た
の
ち
、
萬
は
節
倹
政
策
を
打
ち

出
し
、
率
先
し
て
倹
約
を
実
行
す
る
。
こ
の
よ
う
に
萬
の
治
績
を

叙
述
し
た
の
ち
、
『
容
成
氏
』
は
萬
が
禅
譲
し
よ
う
と
し
た
経
緯
を

記
す
。

萬
有
子
五
人
、
不
以
其
子
為
後
。
見
皐
陶
之
賢
也
、
而
欲
以

為
後
。
皐
陶
乃
五
譲
以
天
下
之
賢
者
、
途
稲
疾
不
出
而
死
。

萬
於
是
乎
譲
盆
。
啓
於
是
乎
攻
盆
自
取
。
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せ
よ
う
と
は
せ
ず
、
臣
下
の
皐
陶
が
賢
者
な
の
を
見
て
彼
に
王
位

を
譲
ろ
う
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
皐
陶
は
五
度
も
固
辞
し
、
つ
い
に

は
病
だ
と
称
し
て
引
き
こ
も
っ
た
ま
ま
死
亡
し
て
し
ま
う
。
そ
こ

で
萬
は
、
臣
下
の
伯
益
に
王
位
を
禅
譲
す
る
。
だ
が
萬
の
息
子
の

啓
は
こ
れ
に
不
満
を
抱
き
、
伯
益
を
攻
め
て
武
力
で
王
位
を
慕
奪

し
、
自
ら
即
位
す
る
。

『
孟
子
』
万
章
上
篇
で
は
、
「
萬
薦
盆
於
天
七
年
。
萬
崩
。
三
年

之
喪
畢
。
盆
避
萬
之
子
於
箕
山
之
陰
。
朝
観
訟
獄
者
、
不
之
盆
而

之
啓
日
、
吾
君
之
子
也
。
謳
歌
者
、
不
謳
歌
盆
而
謳
歌
啓
日
、
吾

君
之
子
也
」
と
、
伯
益
が
啓
に
遠
慮
し
て
隠
棲
し
、
天
下
の
人
心

も
啓
に
帰
し
た
の
で
、
啓
が
即
位
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
説
明
す

る
。
『
史
記
』
五
帝
本
紀
の
説
明
も
、
ほ
ぼ
こ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。

啓
が
武
力
を
用
い
て
伯
益
か
ら
王
位
を
奪
い
取
っ
た
と
す
る
『
容

成
氏
』
の
記
述
は
、
既
知
の
も
の
と
は
大
き
く
異
な
る
伝
承
と
し

て
、
注
目
に
値
し
よ
う
。

『
孟
子
』
や
『
史
記
』
の
説
明
に
従
え
ば
、
萬
は
そ
れ
ま
で
と

同
様
に
禅
譲
に
よ
る
王
朝
交
替
を
実
行
せ
ん
と
し
た
こ
と
に
な
る
。

ま
た
結
果
的
に
そ
れ
が
果
た
せ
ず
、
血
縁
相
続
に
転
換
し
て
し
ま

っ
た
原
因
は
、
伯
益
が
固
辞
し
た
点
と
、
天
下
の
人
心
が
啓
に
帰

し
た
点
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
孟
子
が
「
丹

朱
之
不
肖
、
舜
之
子
亦
不
肖
。
舜
之
相
発
也
、
歴
年
多
、
施
澤
於

民
久
。
啓
賢
能
敬
承
網
萬
之
道
。
盆
之
相
萬
也
、
歴
年
少
、
施
澤

於
民
未
久
。
舜
萬
盆
相
之
久
速
、
其
之
子
賢
不
肖
、
皆
天
也
。
非

人
之
所
能
為
也
。
莫
之
為
而
為
者
、
天
也
。
莫
之
致
而
至
者
、
命

也
」
（
『
孟
子
』
万
章
上
篇
）
と
弁
護
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
も
は

や
人
間
の
評
価
を
超
え
た
「
天
」
「
命
」
の
仕
業
と
し
て
、
承
認
せ

ざ
る
を
得
な
い
。
事
実
孟
子
は
そ
う
し
た
弁
護
の
の
ち
に
、
「
孔
子

日
、
唐
虞
椰
、
夏
后
殷
周
継
、
其
義
一
也
」
と
、
孔
子
の
口
を
借

り
て
、
禅
譲
と
血
縁
相
続
の
双
方
を
と
も
に
肯
定
す
る
。

だ
が
『
容
成
氏
』
の
説
明
に
従
え
ば
、
事
情
は
一
変
す
る
。
萬

が
禅
譲
に
よ
る
王
朝
交
替
を
維
持
せ
ん
と
し
て
、
伯
益
に
王
位
を

譲
っ
た
と
こ
ろ
ま
で
は
、
『
孟
子
』
や
『
史
記
』
と
同
じ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
『
容
成
氏
』
の
場
合
、
結
果
的
に
そ
れ
が
果
た
せ
な
か

っ
た
原
因
は
、
萬
の
息
子
の
啓
が
伯
益
を
攻
め
て
王
位
を
奪
い
、

し
か
も
啓
以
降
の
夏
王
が
王
位
を
代
々
血
縁
世
襲
し
て
い
っ
た
と

こ
ろ
に
あ
る
。
こ
う
な
る
と
、
禅
譲
か
ら
血
縁
世
襲
へ
の
転
換
を
、

も
は
や
孟
子
の
よ
う
に
「
天
」
や
「
命
」
の
せ
い
に
し
て
弁
護
す

る
こ
と
は
、
全
く
不
可
能
に
な
る
。
古
代
帝
王
の
御
代
か
ら
綿
々

と
維
持
さ
れ
て
き
た
理
想
の
形
態
、
禅
譲
に
よ
る
王
朝
交
替
が
途

絶
え
、
以
後
二
度
と
復
活
し
な
い
悪
し
き
歴
史
の
幕
開
き
は
、
父
・

萬
王
の
造
志
に
背
き
、
放
伐
に
よ
っ
て
王
位
を
第
奪
し
た
啓
の
悪

業
の
せ
い
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
『
容
成
氏
』
に
お
い
て
は
、
孟

子
の
よ
う
に
禅
譲
と
血
縁
世
襲
を
と
も
に
肯
定
す
る
わ
け
に
は
い

か
な
く
な
る
。
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蔽
山
氏
。
湯
又
従
而
攻
之
、
降
自
鳴
條
之
途
、
以
伐
高
紳
之

門
。
架
乃
逃
之
南
巣
氏
。
湯
又
従
而
攻
之
、
逐
逃
、
去
之
蒼

梧
之
埜
。
湯
於
是
乎
徴
九
州
之
師
、
以
批
四
海
之
内
、
於
是

攻
之
。
陸
自
武
途
、
内
自
北
門
、
立
於
中
命

m。
架
乃
逃
之

そ
れ
で
は
次
に
、
禅
譲
と
は
対
極
に
あ
る
放
伐
の
様
相
を
見
て

み
よ
う
。
『
容
成
氏
』
は
、
殷
の
湯
王
が
夏
の
架
王
を
伐
っ
て
新
王

朝
を
樹
立
し
た
経
緯
を
以
下
の
よ
う
に
記
す
。

王
天
下
十
有
六
世
而
架
作
。
架
不
述
其
先
王
之
道
、
自
為
崎
。

…
…
【
夏
】
氏
之
有
天
下
、
厚
愛
而
薄
倹
、
安
身
力
以
勢
百

姓
。
嘗
是
時
、
強
弱
不
治
擾
、
衆
寡
不
聴
訟
、
天
地
四
時
之

事
不
脩
。
湯
乃
輔
為
征
籍
、
以
征
闊
市
。
民
乃
宜
怨
、
虐
疾

始
生
。
於
是
乎
有
署
聾
跛
砂
嬰
府
悽
始
起
。
湯
乃
謀
、
戒
求

賢
、
乃
立
伊
手
以
為
佐
。
伊
手
既
已
受
命
、
乃
執
兵
禁
暴
、

伴
得
干
民
、
述
迷
而
不
量
其
力
之
不
足
。
起
師
以
伐
婚
山
氏
、

取
其
雨
女
談
碗
飲
北
、
去
其
邦
、
杵
為
哲
宮
、
築
為
培
室
、

立
為
玉
門
。
其
鶉
大
如
是
状
。
湯
聞
之
、
於
是
乎
慎
戒
陸
賢
、

徳
恵
不
尿
、
社
三
十
年
而
能
之
。
如
是
而
不
可
、
然
後
従
而

『
容
成
氏
』
に
お
け
る
放
伐

乎
天
下
之
兵
大
起
、
於
是
亡
宗
裁
族
残
露
、
焉
服
。

．．．．．． 
是

以
得
衆
而
王
天
下
。

萬
が
夏
王
朝
を
建
て
て
か
ら
十
六
代
を
経
た
の
ち
、
架
王
が
即

位
す
る
。
架
は
夏
の
先
王
の
道
に
従
わ
ず
に
奇
矯
な
振
る
舞
い
に

走
り
、
た
め
に
天
下
は
混
乱
し
始
め
る
。
湯
は
架
を
輔
佐
す
る
か

の
よ
う
に
装
い
な
が
ら
、
さ
ら
に
悪
政
を
助
長
す
べ
く
、
課
税
台

帳
を
作
製
し
て
関
所
や
市
場
に
課
税
す
る
。
は
た
せ
る
か
な
民
衆

は
怨
嵯
の
声
を
上
げ
、
初
め
て
疫
病
が
発
生
し
て
、
そ
の
後
遺
症

で
身
体
に
障
害
を
持
つ
者
が
増
え
始
め
る
。
湯
は
さ
ら
に
陰
謀
を

廻
ら
し
、
架
を
戒
め
て
賢
者
を
登
用
す
る
よ
う
勧
め
、
腹
心
の
部

下
で
あ
る
伊
手
を
架
の
輔
佐
役
に
送
り
込
む
。

伊
弄
は
湯
の
密
命
を
受
け
、
夏
に
強
力
な
軍
隊
が
存
在
す
る
か

の
よ
う
に
偽
装
し
て
、
架
に
錯
覚
を
起
こ
さ
せ
、
遠
征
軍
を
派
遣

す
る
よ
う
そ
そ
の
か
す
。
だ
ま
さ
れ
た
架
は
婚
山
氏
を
攻
撃
し
、

婚
山
氏
の
二
人
の
娘
を
連
れ
帰
っ
て
要
る
。
架
は
彼
女
た
ち
の
た

め
に
豪
華
な
宮
殿
を
造
営
す
る
。
架
が
畷
慢
さ
を
増
長
さ
せ
て
い

る
と
の
報
告
を
聞
い
た
湯
は
、
自
ら
は
賢
者
を
登
用
し
、
公
平
に

恩
徳
を
施
し
て
人
心
を
収
捜
す
る
。
頃
合
を
見
計
ら
っ
た
湯
は
、

こ
ん
な
惨
状
を
放
置
で
き
な
い
と
し
て
架
の
非
道
を
鳴
ら
し
、
人

心
を
離
反
さ
せ
た
上
で
、
架
を
攻
撃
す
る
。

武
遂
か
ら
攻
め
上
ぼ
り
、
北
門
か
ら
城
内
に
攻
め
込
み
、
門
の
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中
に
立
っ
て
自
分
が
城
主
で
あ
る
こ
と
を
顕
示
す
る
。
都
落
ち
し

た
架
は
一
恐
山
氏
の
領
内
に
逃
亡
す
る
が
、
湯
は
そ
れ
を
追
撃
し
、

鳴
條
か
ら
攻
め
下
り
、
高
神
の
門
に
攻
め
か
か
る
。
辛
く
も
脱
出

し
た
架
は
、
南
巣
氏
の
領
地
に
逃
げ
込
む
。
湯
は
執
拗
に
追
撃
を

重
ね
、
架
は
蒼
梧
の
野
に
逃
走
す
る
。
湯
は
九
州
の
兵
を
徴
集
し

て
天
下
の
全
域
で
大
規
模
な
掃
討
戦
を
行
い
、
夏
王
朝
の
宗
族
や

支
持
者
を
皆
殺
し
に
し
て
、
よ
う
や
く
天
下
を
平
定
し
、
殷
王
朝

を
樹
立
す
る
。

こ
れ
が
『
容
成
氏
』
が
記
す
夏
か
ら
殷
へ
の
王
朝
交
替
の
経
緯

で
あ
る
。
留
意
す
べ
き
は
、
天
が
架
王
を
誅
し
た
と
か
、
湯
王
が

天
か
ら
受
命
し
た
と
い
っ
た
類
の
記
述
が
、
一
切
見
え
な
い
点
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
王
朝
交
替
は
、
天
の
意
志
と
は
何
の
関

わ
り
も
持
た
な
い
形
で
実
行
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
夏

か
ら
殷
へ
の
王
朝
交
替
は
、
天
命
が
革
ま
っ
た
革
命
で
は
な
く
、

ひ
た
す
ら
地
上
の
人
間
た
ち
の
意
志
で
行
わ
れ
た
放
伐
に
過
ぎ
な

、。
,:;, 

次
に
注
目
す
べ
き
は
、
湯
の
悪
辣
さ
で
あ
る
。
確
か
に
先
王
の

道
に
従
わ
な
か
っ
た
架
王
の
責
任
は
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が

姦
計
に
よ
っ
て
架
王
を
陥
れ
、
よ
り
一
層
悪
政
を
重
ね
さ
せ
て
、

夏
王
朝
の
評
判
を
落
と
さ
せ
た
狡
猾
な
や
り
口
は
、
架
王
と
は
比

較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
悪
質
で
あ
る
。
さ
ら
に
執
拗
な
掃
討
戦
を
実
施

し
て
夏
の
宗
族
を
族
滅
し
た
や
り
方
も
、
極
め
て
残
忍
で
あ
る
。

は
「
昔
三
代
聖
王
、
萬
湯
文
武
、
此
順
天
意
而
得
賞
也
」

（
天
志
上
篇
）
と
、
湯
王
を
天
意
に
従
っ
た
聖
王
と
し
て
称
賛
す

る
が
、
『
容
成
氏
』
が
描
く
湯
王
の
行
状
に
は
、
聖
王
に
ふ
さ
わ
し

い
要
素
は
微
塵
も
感
じ
ら
れ
な
い
。

「
皆
不
授
其
子
而
授
賢
゜
其
徳
猶
（
悠
）
清
、
而
上
愛
下
、
而

一
其
志
、
而
寝
其
兵
、
而
官
其
材
」
と
い
っ
た
記
述
か
ら
、
『
容
成

氏
』
が
禅
譲
こ
そ
が
理
想
の
王
朝
交
替
の
形
だ
と
考
え
て
い
た
こ

と
は
明
白
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
禅
譲
の
対
極
に
あ
る
放
伐
に
対

し
て
は
、
『
容
成
氏
』
は
否
定
的
な
態
度
を
取
っ
て
い
る
と
考
え
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
湯
王
を
悪
辣
な
陰
謀
家
と
し
て
描
写
す
る
の

も
、
そ
う
し
た
立
場
の
反
映
で
あ
ろ
う
。
ま
た
『
容
成
氏
』
は
、

湯
王
の
治
績
に
は
一
言
も
触
れ
ず
、
「
湯
王
天
下
三
十
有
一
世
而
受

作
」
と
、
一
足
飛
び
に
受
（
紺
王
）
の
登
場
へ
と
話
を
移
す
。
こ

う
し
た
湯
王
に
対
す
る
冷
淡
な
態
度
も
、
や
は
り
放
伐
に
否
定
的

な
姿
勢
の
現
わ
れ
で
あ
ろ
う
。

放
伐
に
関
し
て
留
意
す
べ
き
点
は
も
う
―
つ
あ
る
。
「
不
以
其
子

為
後
」
と
禅
譲
を
称
賛
す
る
『
容
成
氏
』
の
立
場
か
ら
は
、
放
伐

の
み
な
ら
ず
、
血
縁
に
よ
る
王
位
の
世
襲
も
ま
た
否
定
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
そ
し
て
最
初
に
血
縁
に
よ
る
王
位
の
世
襲
が
開
始
さ

れ
た
の
は
、
萬
の
息
子
の
啓
が
伯
益
を
攻
め
て
王
位
を
慕
奪
し
、

自
ら
即
位
し
て
か
ら
で
あ
る
。
次
に
王
位
の
世
襲
が
再
開
さ
れ
た

の
は
、
湯
が
放
伐
に
よ
っ
て
夏
王
朝
を
滅
ぼ
し
て
殷
王
朝
を
建
て
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『
容
成
氏
』
は
禅
譲
を
王
朝
交
替
の
理
想
と
し
て
、
放
伐
と
血

縁
世
襲
を
否
定
す
る
。
そ
れ
で
は
『
容
成
氏
』
は
、
放
伐
に
よ
っ

て
実
行
さ
れ
た
殷
周
革
命
を
ど
の
よ
う
に
描
く
の
で
あ
ろ
う
か
。

以
下
に
『
容
成
氏
』
が
記
す
経
緯
を
示
し
て
み
る
。

湯
王
天
下
三
十
有
世
而
受
作
。
受
不
述
其
先
王
之
道
、
自

偽
崎
為
於
其
政
。
治
而
不
賞
、
官
而
不
爵
、
無
勘
於
民
、
而

治
乱
不
収
。
故
日
、
賢
及
…
…
【
於
】
是
乎
作
為
九
成
之
豪
、

置
孟
炭
其
下
、
加
繋
木
於
其
上
、
思
民
踏
之
、
能
途
者
途
、

不
能
途
者
入
而
死
。
不
従
命
者
従
而
姪
楷
之
。
於
是
乎
作
為

金
程
三
千
。
既
為
金
姪
、
又
為
酒
池
、
厚
栗
於
酒
。
浦
夜
以

為
淫
、
不
聴
其
邦
之
政
。
於
是
乎
九
邦
叛
之
。
豊
鏑
郎
醤
干

四

『
容
成
氏
』
に
お
け
る
殷
周
交
替

て

か

ら

で

あ

る

。

つ

ま

り

の

記

述

に

従

え

ば

、

と

も

に
否
定
さ
る
べ
き
放
伐
と
血
縁
世
襲
の
間
に
は
、
放
伐
を
契
機
に

血
縁
世
襲
が
開
始
さ
れ
、
血
縁
世
襲
を
続
け
た
王
朝
は
放
伐
に
よ

っ
て
滅
ぼ
さ
れ
る
と
の
因
果
関
係
が
潜
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

『
容
成
氏
』
が
啓
を
父
の
遺
志
に
背
い
た
墓
奪
者
と
し
て
、
湯
を

悪
辣
で
冷
酷
な
墓
奪
者
と
し
て
描
く
の
も
、
そ
の
因
果
関
係
を
暗

示
し
よ
う
と
す
る
意
図
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

鹿
替
崇
密
須
氏
。
文
王
聞
之
日
、
雖
君
亡
道
、
臣
敢
勿
事
乎
、

雖
父
亡
道
、
子
敢
勿
事
乎
。
執
天
子
而
可
反
。
受
聞
之
、
乃

出
文
王
於
夏
蛋
之
下
、
而
聞
焉
日
、
九
邦
者
其
可
束
乎
。
文

王
日
、
可
。
文
王
、
於
是
乎
素
端
泰
裳
以
行
九
邦
、
七
邦
束

服
、
豊
鏑
不
服
。
文
王
乃
起
師
以
需
豊
鏑
。
三
鼓
而
進
之
、

三
鼓
而
退
之
日
、
吾
所
知
多
焉
。
一
人
為
亡
道
、
百
姓
其
何

専
。
豊
鏑
之
民
聞
之
、
乃
降
文
王
。
文
王
時
故
時
而
教
民
時
、

高
下
肥
碗
之
利
壺
知
之
。
知
天
之
道
、
知
地
之
利
、
思
民
不

疾
。
昔
者
文
王
之
佐
受
也
、
如
是
状
也
。

湯
王
が
殷
王
朝
を
建
て
て
か
ら
三
十
一
世
を
経
た
の
ち
、
紺
王

が
即
位
す
る
。
紺
王
は
殷
の
先
王
の
や
り
方
を
踏
襲
せ
ず
、
奇
矯

な
振
る
舞
い
に
出
る
。
抱
烙
の
刑
で
民
を
苦
し
め
た
り
、
服
従
し

な
い
者
を
拘
禁
す
る
た
め
に
、
金
属
製
の
程
桔
を
大
量
に
作
ら
せ

た
り
、
酒
池
を
作
ら
せ
て
深
夜
ま
で
淫
楽
に
耽
る
な
ど
の
放
埒
を

重
ね
、
国
政
を
顧
み
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
九
つ
の
諸
侯
が
殷

に
反
旗
を
翻
す
。

こ
れ
を
聞
い
た
文
王
は
、
「
雖
君
亡
道
、
臣
敢
勿
事
乎
、
雖
父
亡

道
、
子
敢
勿
事
乎
。
執
天
子
而
可
反
」
と
、
反
乱
軍
を
厳
し
く
批

判
す
る
。
こ
れ
を
聞
き
つ
け
て
喜
ん
だ
紺
王
は
、
文
王
を
夏
台
の

下
に
呼
び
出
し
、
お
前
の
力
で
離
反
し
た
九
邦
を
帰
順
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
か
と
尋
ね
る
。
可
能
だ
と
答
え
た
文
王
は
、
粗
末
な
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衣
服
を
身
に
ま
と
っ
て
九
邦
を
巡
り
、
説
得
工
作
に
当
た
る
。
そ

れ
が
功
を
奏
し
、
七
邦
は
入
朝
し
て
帰
服
す
る
が
、
豊
と
鏑
の
二

邦
だ
け
は
帰
順
を
拒
む
。

そ
こ
で
文
王
は
自
ら
軍
を
率
い
、
豊
と
鏑
に
向
け
て
進
軍
を
開

始
す
る
。
訓
練
の
仕
上
が
り
具
合
を
閲
兵
し
た
の
ち
、
首
謀
者
は

有
罪
だ
と
し
て
も
、
一
般
の
民
衆
は
無
罪
放
免
と
せ
よ
と
訓
示
す

る
。
こ
れ
を
伝
え
聞
い
た
豊
と
鏑
の
民
衆
は
、
進
ん
で
文
王
に
降

伏
す
る
。
文
王
は
民
衆
に
時
令
を
教
え
、
博
識
を
生
か
し
て
農
業

を
振
興
し
て
、
民
生
の
安
定
に
尽
力
す
る
。
『
容
成
氏
』
は
こ
う
し

た
功
績
を
挙
げ
て
、
「
昔
者
文
王
之
佐
受
也
、
如
是
欣
也
」
と
、
文

王
の
忠
勤
ぶ
り
を
顕
彰
す
る
。
文
王
を
最
後
ま
で
紺
王
の
忠
臣
に

徹
し
た
姿
で
叙
述
す
る
の
は
、
紺
王
が
文
王
を
菱
里
に
幽
閉
す
る

な
ど
、
両
者
の
緊
張
関
係
に
主
眼
を
置
く
伝
世
文
献
に
は
見
ら
れ

な
い
『
容
成
氏
』
の
特
色
で
、
そ
れ
だ
け
に
注
目
に
値
し
よ
う
。

続
い
て
『
容
成
氏
』
は
、
い
わ
ゆ
る
殷
周
革
命
の
経
緯
を
、
以

下
の
よ
う
に
叙
述
す
る
。

文
王
崩
、
武
王
即
位
。
日
、
成
徳
者
、
吾
説
而
代
之
。
其
次

吾
伐
而
代
之
。
今
受
為
無
道
、
昏
捨
百
姓
、
制
約
諸
侯
。
天

将
誅
焉
。
吾
励
天
威
之
。
武
王
於
是
乎
作
薦
革
車
千
乗
帯
甲

萬
人
。
戊
午
之
日
、
渉
於
孟
津
、
至
於
共
謄
之
間
。
三
軍
大

範
。
武
王
乃
出
革
車
五
百
乗
帯
甲
三
千
、
以
少
會
諸
侯
之
師

於
牧
之
埜
。
受
不
知
其
未
有
成
政
、
而
得
失
行
於
民
之
朕
也
。

或
亦
起
師
以
逆
之
。
武
王
於
是
乎
素
冠
覧
、
以
告
閃
干
天
日
、

受
為
亡
道
、
昏
捨
百
姓
、
制
約
諸
侯
、
絶
種
侮
姓
、
土
玉
水

酒
。
天
将
誅
焉
。
吾
励
天
威
之
。
武
王
素
甲
以
陳
於
殷
郊
゜

而
殷
…
…
…

文
王
が
死
去
し
た
の
ち
、
即
位
し
た
武
王
は
、
「
成
徳
者
、
吾
説

而
代
之
。
其
次
吾
伐
而
代
之
。
今
受
為
無
道
、
昏
捨
百
姓
、
制
約

諸
侯
。
天
将
誅
焉
。
吾
励
天
威
之
」
と
宣
言
す
る
。
こ
う
し
た
『
容

成
氏
』
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
武
王
の
第
一
の
目
的
は
、
殷
の
紺
王

に
有
徳
者
に
天
子
の
位
を
禅
譲
す
る
よ
う
説
得
す
る
点
に
あ
り
、

も
し
紺
王
が
説
得
に
応
じ
な
か
っ
た
場
合
は
、
武
力
で
紺
王
を
退

位
さ
せ
、
強
制
的
に
有
徳
者
に
禅
譲
さ
せ
る
と
の
二
段
構
え
の
計

画
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、
武
力
を
背
景
に
し
た

禅
譲
の
強
要
で
あ
っ
て
、
し
か
も
禅
譲
の
相
手
は
武
王
自
身
で
は

な
い
。
『
容
成
氏
』
は
武
王
の
口
を
借
り
て
、
天
が
紺
王
を
誅
せ
ん

と
し
て
い
る
と
語
ら
せ
る
の
み
で
、
文
王
に
も
武
王
に
も
、
天
が

命
令
（
天
命
）
を
変
更
（
革
命
）
し
て
、
殷
に
代
わ
っ
て
周
王
朝

を
樹
立
せ
よ
と
命
じ
た
と
は
、
決
し
て
言
わ
な
い
の
で
あ
る
。

武
王
は
革
車
千
乗
・
帯
甲
一
万
の
軍
勢
を
率
い
て
孟
津
を
渡
っ

た
の
ち
、
兵
力
の
一
部
、
革
車
五
百
乗
・
帯
甲
三
千
の
部
隊
を
抽

出
し
て
、
馳
せ
参
じ
た
諸
侯
の
軍
隊
と
目
的
の
達
成
を
誓
い
合
う
。
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こ
う
し
た
示
威
行
動
も
、
紺
王
に
対
し
て
武
力
で
威
嚇
し
て
反
省

を
促
す
の
み
で
、
ま
だ
総
攻
撃
を
か
け
る
意
志
が
な
い
こ
と
を
伝

え
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
た
め
『
容
成
氏
』
で
は
、
牧
野
の
会
戦

は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
紺
王
は
反
省
す
る
ど
こ
ろ

か
、
「
起
師
以
逆
之
」
と
、
軍
を
動
員
し
て
迎
撃
の
構
え
を
取
る
。

そ
こ
で
武
王
は
、
素
冠
覧
し
て
憂
い
を
天
に
上
告
し
、
紺
王
の
非

道
を
鳴
ら
し
つ
つ
、
天
意
を
奉
じ
て
紺
王
を
退
位
さ
せ
る
と
の
決

意
を
重
ね
て
宣
言
す
る
。
か
く
し
て
武
王
は
牧
野
か
ら
軍
を
進
め
、

初
め
て
戦
闘
服
に
着
替
え
て
実
力
行
使
を
辞
さ
な
い
覚
悟
を
示
し

つ
つ
、
殷
都
の
郊
外
に
布
陣
す
る
。

『
容
成
氏
』
は
こ
の
先
の
竹
簡
が
欠
損
し
て
い
る
が
、
こ
こ
ま

で
の
記
述
を
見
る
限
り
、
武
王
に
は
当
初
か
ら
紺
王
に
総
攻
撃
を

か
け
て
、
有
無
を
言
わ
さ
ず
殷
を
攻
め
滅
ぼ
す
意
志
は
存
在
し
な

か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
最
後
ま
で
紺
王
の
忠
臣
た
ら
ん
と
し
た
父
・

文
王
の
遺
志
を
尊
重
し
、
紺
王
に
反
省
を
迫
り
な
が
ら
、
慎
重
に

段
階
を
踏
ん
で
進
軍
し
て
い
く
形
が
取
ら
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
こ

の
先
に
は
、
紺
王
を
実
力
で
排
除
し
た
の
ち
、
天
下
中
か
ら
賢
者

を
探
し
出
し
て
き
て
天
子
の
位
に
就
け
よ
う
と
し
た
が
、
見
つ
か

ら
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
次
々
に
辞
退
さ
れ
、
諸
侯
た
ち
に
推

戴
さ
れ
て
巳
む
な
く
自
ら
即
位
し
た
と
い
っ
た
経
緯
が
記
さ
れ
て

い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
『
容
成
氏
』
の
叙
述
内
容
は
、
伝
世
文
献
が
記
す
殷

周
革
命
の
経
緯
と
は
、
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
『
容
成
氏
』
の
説

明
に
従
う
限
り
、
殷
か
ら
周
へ
の
王
朝
交
替
は
、
周
の
文
王
・
武

王
が
上
天
か
ら
受
命
し
て
行
っ
た
革
命
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な

る
。
さ
ら
に
武
王
の
当
初
の
意
図
が
、
天
下
か
ら
有
徳
者
を
探
し

出
し
て
き
て
、
討
王
と
交
替
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
存
し
た
以
上
、
武

王
の
行
為
は
禅
譲
の
強
要
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
基
本
的
に

は
禅
譲
路
線
の
延
長
線
上
に
位
置
す
る
と
も
言
え
る
。
た
だ
し
結

果
的
に
は
、
軍
事
力
を
行
使
し
て
紺
王
を
排
除
し
て
い
る
か
ら
、

放
伐
の
側
面
が
付
随
す
る
こ
と
も
否
定
は
で
き
な
い
。

そ
れ
で
は
『
容
成
氏
』
は
、
殷
周
革
命
を
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
複

雑
な
性
格
の
事
件
と
し
て
叙
述
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

放
伐
と
禅
譲

こ
の
問
題
の
検
討
に
は
い
る
前
に
、
『
書
経
』
『
詩
経
』
『
史
記
』

な
ど
の
伝
世
文
献
が
、
殷
周
革
命
を
ど
の
よ
う
に
叙
述
し
て
い
る

か
を
確
認
し
て
置
き
た
い
。
最
初
に
『
書
経
』
の
記
述
を
見
て
み

よ
う
。

天
佑
下
民
、
作
之
君
、
作
之
師
。
惟
其
克
相
上
帝
、
寵
緩
四

方
。
有
罪
無
罪
、
予
昴
敢
有
越
蕨
志
。
（
中
略
）
商
罪
貫
盈
゜

天
命
誅
之
。
予
弗
順
天
、
厭
罪
惟
鉤
。
予
小
子
夙
夜
祇
憚
‘

五
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こ
れ
は
孟
津
に
お
い
て
、
武
王
が
諸
侯
と
誓
っ
た
際
の
発
言
で

あ
る
。
武
王
は
「
天
佑
下
民
、
作
之
君
作
之
師
」
と
、
上
天
が
自

分
を
紺
王
に
代
わ
る
新
た
な
君
主
に
指
名
し
た
と
語
る
。
上
天
の

指
名
を
受
け
た
以
上
、
「
惟
其
克
相
上
帝
、
寵
綾
四
方
」
と
、
自
分

に
は
上
天
の
意
志
を
奉
じ
て
天
下
を
安
寧
に
統
治
す
べ
き
責
任
が

あ
る
と
も
言
う
。
た
だ
し
上
天
の
命
が
自
分
に
下
っ
た
と
す
る
の

は
、
武
王
の
一
方
的
主
張
で
あ
る
か
ら
、
武
王
は
紺
王
か
ら
王
位

を
募
奪
し
よ
う
と
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
の
批
判
が
生
ず
る
恐

れ
が
あ
る
。
「
有
罪
無
罪
、
予
昴
敢
有
越
蕨
志
」
と
の
発
言
は
、
そ

う
し
た
批
判
を
予
想
し
た
上
で
の
自
己
正
当
化
で
あ
ろ
う
。
「
天
命

誅
之
。
予
弗
順
天
、
蕨
罪
惟
鉤
」
と
の
発
言
も
、
上
天
が
紺
王
の

誅
殺
を
命
じ
て
い
る
以
上
、
実
行
し
な
け
れ
ば
自
分
も
紺
王
と
同

罪
に
な
る
と
の
理
屈
で
あ
っ
て
、
や
は
り
天
命
を
盾
に
放
伐
と
築

奪
を
正
当
化
す
る
内
容
で
あ
る
。
さ
ら
に
武
王
は
、
「
受
命
文
考
」

と
、
放
伐
は
父
・
文
王
の
遺
志
で
も
あ
る
と
し
て
、
重
ね
て
自
分

の
行
為
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
。

た
だ
し
泰
誓
は
偽
古
文
な
の
で
、
あ
く
ま
で
も
参
考
に
過
ぎ
な

い
。
そ
こ
で
次
に
『
史
記
』
周
本
紀
の
記
述
を
見
て
み
よ
う
。

受
命
文
考
、
類
干
上
帝
、
宜
干
家
土
、

罰

゜

泰

誓

上

）

以
爾
有
衆
、
底
天
之

(
A
)

武
王
乃
作
太
誓
、
告
干
衆
庶
、
今
殷
王
紺
乃
用
其
婦
人
之

言
、
自
絶
干
天
。
（
中
略
）
今
予
骰
維
共
行
天
之
罰
゜

(
B
)

手
侠
英
祝
曰
、
殷
之
末
孫
季
紺
、
珍
暖
先
王
明
徳
、
侮
蔑

紳
祇
不
祀
、
昏
暴
商
邑
百
姓
、
其
章
顕
聞
干
天
皇
上
帝
。

於
是
武
王
再
拝
稽
首
。
日
贋
更
大
命
、
革
殷
、
受
天
明
命
。

武
王
又
再
拝
稽
首
、
乃
出
。

ま
ず

(
A
)

で
武
王
は
、
天
は
紺
王
を
見
放
し
て
誅
罰
せ
ん
と

し
て
お
り
、
自
分
は
謹
ん
で
天
罰
を
実
行
し
よ
う
と
し
て
い
る
の

だ
と
述
べ
て
、
天
意
を
盾
に
自
己
正
当
化
を
図
っ
て
い
る
。
次
の

(
B
)
は
、
牧
野
の
会
戦
に
勝
利
し
て
殷
都
•
朝
歌
に
入
城
し
た

武
王
に
対
し
、
史
侠
が
述
べ
た
祝
詞
で
、
紺
王
の
暴
虐
ぶ
り
が
上

天
に
聞
こ
え
た
こ
と
、
武
王
が
殷
に
代
わ
っ
て
地
上
を
統
治
せ
よ

と
の
天
命
を
受
け
た
こ
と
な
ど
が
語
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
『
史

記
』
周
本
紀
で
も
、
殷
か
ら
周
へ
の
王
朝
交
替
は
、
上
天
が
命
令

を
変
更
し
た
革
命
だ
と
説
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は

『
詩
経
』
は
ど
う
説
明
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

有
命
自
天
、
命
此
文
王
。

穆
穆
文
王
、
於
緯
煕
敬
止
。
椴
哉
天
命
、
有
商
孫
子
。
商
之

孫
子
、
其
麗
不
億
。
上
帝
既
命
、
侯
干
周
服
。

（
『
詩
経
』
大
雅
文
王
・
文
王
）

干
周
干
京
、
績
女
維
幸
。
長
子
維
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行
、
篤
生
武
王
。
保
右
命
爾
、
愛
伐
大
商
。

（
『
詩
経
』
大
雅
文
王
・
大
明
）

緩
萬
邦
。
婁
豊
年
。
天
命
匪
解
。
桓
桓
武
王
、
保
有
廠
士
。

干
以
四
方
、
克
定
蕨
家
。
於
昭
干
天
、
皇
以
間
之
。

（
『
詩
経
』
周
頌
閃
予
小
子
・
桓
）

先
頭
の
大
雅
文
王
・
文
王
の
節
で
は
、
上
天
が
文
王
に
命
を

下
し
て
、
周
が
殷
の
万
民
を
統
治
す
る
よ
う
命
じ
た
と
さ
れ
る
。

次
の
大
雅
文
王
・
大
明
の
一
節
で
は
、
文
王
が
上
天
よ
り
受
命
し

た
の
ち
、
後
を
継
い
だ
武
王
が
、
や
は
り
天
佑
を
得
て
殷
を
討
伐

し
た
と
さ
れ
る
。
最
後
の
周
頌
閃
予
小
子
・
桓
の
一
節
で
は
、
武

王
の
徳
が
上
天
に
聞
こ
え
、
上
天
は
命
を
下
し
て
殷
に
代
わ
っ
て

地
上
に
王
た
ら
し
め
た
と
謳
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
詩
経
』
は
、
ま
ず
文
王
が
上
天
よ
り
受
命
し
、

そ
の
遺
志
を
受
け
継
い
だ
武
王
が
、
や
は
り
天
命
を
受
け
て
殷
を

伐
ち
、
周
を
建
国
し
た
と
説
明
す
る
。
つ
ま
り
『
詩
経
』
に
お
い

て
も
、
殷
か
ら
周
へ
の
交
替
は
、
上
天
の
命
を
受
け
て
実
行
さ
れ

た
革
命
だ
っ
た
と
し
て
、
そ
の
正
当
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。こ

れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
『
書
経
』
『
詩
経
』
『
史
記
』
な

ど
の
伝
世
文
献
は
、
い
ず
れ
も
殷
周
交
替
の
性
格
を
革
命
と
説
明

す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
『
容
成
氏
』
は
、
文
王
の
代
に
す
で
に
受

命
し
て
い
た
な
ど
と
は
一
言
も
言
わ
な
い
。
『
容
成
氏
』
が
描
く
文

王
は
、
最
後
ま
で
紺
王
の
忠
臣
で
あ
り
、
率
先
し
て
反
乱
を
鎮
圧

し
て
回
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
文
王
が
上
天
か
ら
殷
を
伐
て
と
の

命
を
受
け
て
い
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
ま
た
『
容
成
氏
』
に
よ

れ
ば
、
武
王
の
目
的
は
紺
王
を
威
嚇
し
て
有
徳
者
に
禅
譲
さ
せ
る

点
に
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
当
初
よ
り
殷
か
ら
周
へ
の
交
替
を
意
図

し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
も
し
有
徳
者
へ
の
禅
譲
が
実
現
し
て

い
れ
ば
、
そ
の
有
徳
者
が
殷
に
代
わ
る
新
王
朝
を
建
て
る
こ
と
に

な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
武
王
が
即
位
し
て
か
ら
紺
王
を

排
除
す
る
ま
で
の
間
も
、
周
に
天
命
が
下
っ
た
り
は
し
て
い
な
い

わ
け
で
、
『
容
成
氏
』
は
「
天
将
誅
焉
」
と
す
る
の
み
で
、
武
王
が

受
命
し
て
殷
の
討
伐
を
開
始
し
た
と
は
決
し
て
言
わ
な
い
。

『
容
成
氏
』
は
最
後
の
部
分
に
数
枚
の
脱
簡
が
あ
る
。
そ
の
た

め
、
武
王
が
有
徳
者
の
擁
立
を
断
念
し
て
、
周
王
朝
の
樹
立
に
踏

み
切
っ
た
と
き
、
い
か
な
る
理
由
を
掲
げ
て
正
当
化
を
図
っ
た
の

か
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
有
徳
者
に
相
次
い

で
辞
退
さ
れ
る
と
か
、
探
し
出
せ
な
い
と
い
っ
た
事
態
に
直
面
し

た
の
ち
、
武
王
が
自
分
が
受
命
し
た
と
宣
言
す
る
構
成
を
取
っ
て

い
た
可
能
性
も
残
る
。
だ
が
少
な
く
も
、
紺
王
を
排
除
す
る
時
点

ま
で
、
文
王
も
武
王
も
受
命
し
て
い
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
確
実
で
あ
る
。
こ
の
点
で
殷
周
交
替
に
関
す
る
『
容
成
氏
』

の
説
明
は
、
伝
世
文
献
の
説
明
と
は
大
き
く
相
違
し
て
い
る
の
で
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あ
る
。伝

世
文
献
の
中
、
『
詩
経
』
と
『
書
経
』
は
『
容
成
氏
』
に
先
行

す
る
書
物
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
『
書
経
』
泰
誓
篇
は
偽
古
文

で
あ
る
が
、
『
史
記
』
周
本
紀
の
内
容
か
ら
、
こ
れ
と
似
た
り
寄
っ

た
り
の
内
容
を
持
つ
本
来
の
泰
誓
篇
が
、
春
秋
•
戦
国
期
に
す
で

に
成
立
し
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。
よ
し
ん
ば
『
書
経
』
を
考
慮

の
外
に
置
く
と
し
て
も
、
少
な
く
も
『
詩
経
』
が
『
容
成
氏
』
に

先
行
し
て
い
た
こ
と
は
疑
え
な
い
。
し
か
も
『
論
語
』
に
『
詩
』

を
尊
重
す
る
孔
子
の
発
言
が
散
見
す
る
点
や
、
郭
店
楚
簡
中
の
『
六

徳
』
に
「
観
諸
詩
書
則
亦
在
突
。
観
諸
證
栗
則
亦
在
突
。
観
諸
易

春
秋
則
亦
在
突
」
と
詩
・
書
・
礼
•
楽
・
易
•
春
秋
を
並
称
す
る

記
述
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
『
語
叢
』
一
に
も
「
詩
所
以
會
古
今
之
志

也
者
」
と
『
詩
』
の
解
説
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
上
博
楚
簡
『
孔
子

詩
論
』
の
中
で
孔
子
が
詩
を
評
論
し
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど

か
ら
判
断
し
て
、
戦
国
期
の
儒
家
が
『
詩
』
を
経
典
視
し
て
い
た

こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
殷
周
交
替
の
性
格
を
革
命
と
規
定
し
て
正
当
化
す

る
『
詩
経
』
の
説
明
は
、
儒
者
に
と
っ
て
準
拠
す
べ
き
規
範
だ
っ

た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
容
成
氏
』
は
な
ぜ
『
詩

経
』
の
立
場
か
ら
逸
脱
し
、
『
詩
経
』
と
は
大
き
く
異
な
る
説
明
を

施
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
（
注
5
)
0

そ
の
最
大
の
要
因
は
、
『
容
成
氏
』
が
王
朝
交
替
の
理
想
的
形
態

を
禅
譲
に
求
め
た
と
こ
ろ
に
存
す
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
王
朝
交
替

が
、
血
縁
に
よ
る
世
襲
を
否
定
し
て
、
禅
譲
に
よ
っ
て
の
み
行
わ

れ
る
な
ら
ば
、
王
朝
が
複
数
の
世
代
に
渡
っ
て
存
続
す
る
こ
と
は

な
く
、
王
朝
は
す
べ
て
一
代
限
り
で
終
わ
る
。
こ
の
意
味
で
、
禅

譲
と
血
縁
世
襲
は
全
く
対
立
す
る
様
式
と
な
る
。
ま
た
禅
譲
は
、

前
王
が
天
下
か
ら
有
徳
者
を
抜
擢
し
て
王
位
を
譲
る
行
為
で
あ
る

か
ら
、
そ
こ
に
武
力
が
介
在
す
る
余
地
は
な
い
。
こ
の
意
味
で
は
、

禅
譲
と
放
伐
も
ま
た
対
立
す
る
様
式
と
な
る
。
そ
し
て
と
も
に
禅

譲
の
対
極
に
位
置
す
る
と
の
意
味
で
は
、
血
縁
世
襲
と
放
伐
は
同

類
と
な
る
。
禅
譲
が
継
続
し
て
い
る
限
り
、
血
縁
世
襲
も
放
伐
も

決
し
て
生
じ
よ
う
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

も
し
こ
う
し
た
価
値
基
準
に
照
ら
し
て
殷
周
交
替
を
評
価
し
よ

う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
流
血
を
伴
う
放
伐
で
あ
っ
た
以
上
、
『
容
成

氏
』
は
殷
周
革
命
に
否
定
的
評
価
を
下
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
だ
が

文
王
・
武
王
は
、
儒
家
に
と
っ
て
ひ
た
す
ら
賞
賛
す
べ
き
偉
大
な

王
者
で
あ
っ
た
。
孔
子
は
「
文
王
既
没
、
文
不
在
荻
乎
」
（
『
論
語
』

子
竿
篇
）
と
か
、
「
莫
不
有
文
武
之
道
焉
。
夫
子
焉
不
學
」
（
『
論

語
』
子
張
篇
）
と
、
文
王
・
武
王
を
理
想
の
王
者
と
仰
ぐ
。
同
様

に
孔
子
は
、
「
三
分
天
下
有
其
二
、
以
服
事
殷
。
周
之
徳
、
其
可
謂

至
徳
也
巳
突
」
と
か
、
（
『
論
語
』
泰
伯
篇
）
「
周
監
於
二
代
、
郁

郁
乎
文
哉
。
吾
従
周
」
（
『
論
語
』
八
伯
篇
）
と
、
周
王
朝
を
も
理

想
化
す
る
。
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『
容
成
氏
』
が
殷
周
革
命
に
否
定
的
評
価
を
下
そ
う
と
す
れ
ば
、

必
然
的
に
文
王
・
武
王
や
周
王
朝
に
も
否
定
的
評
価
を
下
さ
ざ
る

を
得
な
く
な
る
。
だ
が
儒
家
で
あ
り
な
が
ら
そ
う
し
た
姿
勢
を
示

す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
一
方
で
禅
譲
の
み
を
王
朝

交
替
の
理
想
型
と
し
て
賞
賛
し
な
が
ら
、
他
方
で
文
王
・
武
王
や

周
王
朝
を
も
理
想
的
王
者
・
王
朝
と
し
て
肯
定
し
よ
う
と
す
る
立

場
は
、
重
大
な
矛
盾
を
引
き
起
こ
す
の
で
あ
る
。

『
容
成
氏
』
の
作
者
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
矛
盾
に
直
面
し
た
の

だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
『
容
成
氏
』
の
作
者
は
、
殷
周
革
命

を
初
め
か
ら
文
王
に
天
命
が
下
っ
た
革
命
と
し
て
で
は
な
く
、
退

位
し
て
有
徳
者
に
王
位
を
譲
る
よ
う
紺
王
に
迫
る
、
禅
譲
の
強
要

と
し
て
描
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
武
王
の
意
図
を
こ
の
よ
う

に
設
定
す
れ
ば
、
た
と
え
武
力
を
背
景
に
は
し
て
い
て
も
、
そ
の

基
本
精
神
は
広
義
の
禅
譲
路
線
に
沿
っ
た
も
の
だ
っ
た
と
し
て
肯

定
で
き
る
。
し
か
も
、
天
命
我
に
有
り
と
主
張
し
て
、
最
初
か
ら

周
が
殷
に
取
っ
て
代
わ
ろ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
『
孟
子
』

梁
恵
王
下
篇
に
「
齊
宣
王
問
日
、
湯
放
架
、
武
王
伐
紺
、
有
諸
。

孟
子
封
日
、
於
博
有
之
。
日
、
臣
試
其
君
可
乎
」
と
見
え
る
よ
う

な
、
武
力
に
よ
る
君
位
の
慕
奪
で
は
な
い
か
と
の
批
判
を
も
封
ず

る
こ
と
が
で
き
る
。

だ
が
こ
こ
で
―
つ
の
疑
問
が
生
ず
る
。
『
容
成
氏
』
が
殷
周
交
替

は
意
図
と
し
て
は
禅
譲
の
一
種
だ
っ
た
と
し
て
、
周
王
朝
を
弁
護

す
る
の
で
あ
れ
ば
、
先
行
す
る
夏
王
朝
と
殷
王
朝
の
扱
い
は
ど
う

な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
夏
王
朝
は
舜
か
ら
萬
へ
の
禅
譲
に
よ
っ
て

誕
生
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
夏
王
朝
の
成
立
過
程
は
、
『
容
成
氏
』

の
価
値
基
準
に
照
ら
し
て
肯
定
で
き
る
。
ま
た
王
朝
の
創
始
者
で

あ
る
萬
も
、
皐
陶
に
禅
譲
し
よ
う
と
し
て
固
辞
さ
れ
、
さ
ら
に
伯

益
に
禅
譲
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
萬
王
一
代
の
治
世
に
限
れ
ば
、

や
は
り
禅
譲
路
線
を
維
持
し
た
王
者
と
し
て
肯
定
で
き
る
。
夏
王

朝
が
禅
譲
路
線
を
放
棄
し
、
血
縁
世
襲
の
路
線
へ
と
変
質
・
劣
化

し
た
の
は
、
啓
が
伯
益
を
攻
め
て
君
位
を
纂
奪
し
て
か
ら
で
あ
っ

て
、
馬
に
直
接
の
責
任
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
殷
王
朝
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
前
に
紹
介
し
た
よ
う

に
、
『
容
成
氏
』
は
夏
か
ら
殷
へ
の
交
替
の
過
程
に
、
上
天
の
意
志

を
一
切
介
在
さ
せ
な
い
。
こ
う
し
た
操
作
に
よ
っ
て
『
容
成
氏
』

は
、
殷
王
朝
の
成
立
が
上
天
の
意
志
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と

を
暗
示
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
『
容
成
氏
』
に
登
場

す
る
湯
王
は
、
伊
手
を
送
り
込
ん
で
架
王
に
悪
事
を
重
ね
さ
せ
、

天
下
の
人
心
が
離
反
す
る
よ
う
工
作
し
た
り
、
夏
王
朝
の
宗
族
や

支
持
者
を
皆
殺
し
に
す
る
な
ど
、
悪
辣
な
陰
謀
家
と
し
て
描
か
れ

る
。
周
の
文
王
も
殷
の
紺
王
に
忠
誠
を
尽
く
し
た
の
だ
が
、
そ
れ

は
君
君
た
ら
ざ
る
も
臣
は
臣
た
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
と
い
っ
た
正
義

感
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
湯
王
が
忠
臣
を
装
っ
て
架
王
を
そ

そ
の
か
し
、
悪
業
を
助
長
し
た
の
と
は
、
本
質
的
に
異
な
る
。
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と
す
れ
ば
、
天
命
の
承
認
も
な
け
れ
ば
、
禅
譲
の
要
素
も
一
切

な
く
、
ひ
た
す
ら
悪
辣
な
姦
計
と
残
虐
な
放
伐
に
よ
っ
て
の
み
進

め
ら
れ
た
殷
王
朝
の
成
立
過
程
に
対
し
、
『
容
成
氏
』
が
評
価
し
得

る
点
は
皆
無
と
な
る
。
し
か
も
『
容
成
氏
』
は
、
湯
王
が
治
世
を

終
え
る
に
当
た
り
、
禅
譲
の
意
思
を
示
し
た
と
は
一
言
も
記
さ
な

い
。
こ
の
意
味
で
も
湯
王
は
、
全
く
評
価
で
き
な
い
君
主
と
な
る
。

そ
も
そ
も
『
論
語
』
に
は
、
「
子
日
、
蝋
婉
乎
、
舜
萬
之
有
天
下

也
、
而
不
輿
焉
」
（
泰
伯
篇
）
と
か
、
「
子
日
、
萬
吾
無
間
然
突
。

非
飲
食
而
致
孝
乎
鬼
紳
、
悪
衣
服
而
致
美
乎
賊
晃
、
卑
宮
室
而
盛

力
乎
溝
温
。
萬
吾
無
間
然
突
」
（
泰
伯
篇
）
と
、
萬
を
絶
賛
す
る
孔

子
の
発
言
が
記
録
さ
れ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
湯
王
を
賞
賛
す
る
孔

子
自
身
の
発
言
は
存
在
せ
ず
、
わ
ず
か
に
「
子
夏
曰
、
富
哉
是
言

乎
。
舜
有
天
下
、
選
於
衆
拳
皐
陶
、
不
仁
者
遠
突
。
湯
有
天
下
、

選
於
衆
拳
伊
手
、
不
仁
者
遠
突
」
（
顔
淵
篇
）
と
の
子
夏
の
賛
辞
が

記
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
湯
王
に
否
定
的
態
度
を
取

っ
て
も
、
直
接
的
に
孔
子
の
賛
辞
を
無
視
す
る
行
為
に
は
な
ら
な

い
か
ら
、
党
・
舜
や
萬
王
、
文
王
・
武
王
に
否
定
的
評
価
を
下
す

の
と
は
違
っ
て
、
比
較
的
抵
抗
感
は
少
な
く
て
済
ん
だ
で
あ
ろ
う
。

だ
が
そ
れ
に
し
て
も
、
湯
王
を
萬
王
や
文
王
・
武
王
と
並
ぶ
三

代
の
王
者
と
し
て
賞
賛
す
る
の
が
、
儒
家
の
一
般
的
な
態
度
で
あ

る
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
湯
王
を
陰
険
な
策
謀
家
と
し
て
の
み
描

き
、
湯
王
の
治
績
に
は
一
言
も
触
れ
よ
う
と
し
な
い
『
容
成
氏
』

の
態
度
は
、
極
め
て
異
例
で
あ
る
。
『
容
成
氏
』
の
作
者
の
禅
譲
に

対
す
る
執
着
と
放
伐
や
血
縁
世
襲
に
対
す
る
反
感
が
、
い
か
に
強

い
も
の
で
あ
っ
た
か
が
窺
え
よ
う
。

郭
店
楚
簡
や
上
博
楚
簡
の
発
見
に
よ
り
、
春
秋
末
か
ら
戦
国
中

期
に
か
け
て
の
儒
家
の
間
で
、
禅
譲
や
放
伐
•
革
命
の
正
当
性
を

め
ぐ
る
議
論
が
想
像
以
上
に
盛
ん
だ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
郭

店
楚
簡
の
『
唐
虞
之
道
』
や
、
上
博
楚
簡
の
『
子
羊
~
』
『
容
成
氏
』

な
ど
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
（
注
6
)
。
中
で
も
『
唐

虞
之
道
』
の
立
場
は
極
端
で
、
「
唐
虞
之
道
、
祠
而
不
俯
」
「
祠
而

不
偲
、
聖
之
盛
也
」
と
か
、
「
祠
也
者
、
上
徳
授
賢
之
謂
也
。
上
徳

則
天
下
有
君
而
世
明
。
授
賢
則
民
興
教
而
化
乎
道
。
不
祠
而
能
化

民
者
、
自
生
民
未
之
有
也
」
と
、
禅
譲
の
み
を
王
朝
交
替
の
理
想

と
し
て
賞
賛
す
る
。

こ
う
し
た
『
唐
虞
之
道
』
の
立
場
に
立
て
ば
、
舜
が
萬
に
禅
譲

し
て
か
ら
後
の
歴
史
は
、
放
伐
と
血
縁
世
襲
の
悪
し
き
歴
史
と
し

て
、
す
べ
て
否
定
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
し
か
し
そ
れ
で
は
、

文
王
・
武
王
を
理
想
の
先
王
と
称
え
、
周
を
理
想
の
国
家
と
称
え

る
儒
家
の
立
場
と
矛
盾
し
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
『
唐
虞
之
道
』
の

作
者
は
、
発
か
ら
舜
へ
の
禅
譲
に
話
題
を
絞
り
、
萬
以
後
の
歴
史

に
は
触
れ
な
い
方
法
で
、
こ
の
矛
盾
を
回
避
し
よ
う
と
し
た
。
だ

が
所
詮
そ
れ
は
、
姑
息
な
逃
避
の
域
を
出
ず
、
根
本
的
な
解
決
策

に
は
な
り
得
な
い
（
注
7
)
0
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こ
れ
に
対
し
て
『
容
成
氏
』
の
立
場
は
、
容
成
氏
か
ら
武
王
に

至
る
歴
史
を
、
放
伐
や
血
縁
世
襲
の
事
例
に
も
顔
を
背
け
る
こ
と

な
く
叙
述
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
禅
譲
こ
そ
が
理
想
の
王
朝
交
替
だ

と
す
る
主
張
を
貫
徹
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し

た
『
容
成
氏
』
の
姿
勢
は
、
ご
都
合
主
義
的
に
歴
史
を
つ
ま
み
食

い
す
る
『
唐
虞
之
道
』
に
比
べ
、
真
正
面
か
ら
自
己
の
価
値
観
に

よ
る
歴
史
評
価
を
展
開
し
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
意
義
を
評
価
で

き
る
。た

だ
し
『
容
成
氏
』
の
試
み
に
も
、
な
お
は
残
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
第
一
は
、
湯
王
に
対
す
る
否
定
的
評
価
が
、
や
は
り
儒

家
の
立
場
と
抵
触
す
る
点
で
あ
り
、
第
二
は
、
周
王
朝
も
血
縁
世

襲
を
続
け
て
き
た
事
実
の
処
理
で
あ
る
。
『
容
成
氏
』
に
は
末
尾
に

数
枚
の
脱
簡
が
あ
っ
て
、
作
者
が
周
の
血
縁
世
襲
に
い
か
な
る
態

度
を
示
し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
も
し
否
定
的
評
価
を
下
し
た

と
す
れ
ば
、
周
を
理
想
の
国
家
と
す
る
孔
子
以
来
の
儒
家
の
立
場

と
、
や
は
り
甑
甑
せ
ざ
る
を
得
な
い
し
、
何
ら
の
態
度
も
示
さ
な

か
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
『
唐
虞
之
道
』
に
類
す
る
逃
避
行
為
に
甘

ん
じ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
課
題
を
克
服
す
る
に
は
、
禅
譲
に
せ
よ
放
伐
•
血
縁

世
襲
に
せ
よ
、
す
べ
て
の
王
朝
交
替
を
扱
い
な
が
ら
、
そ
の
一
方

で
発
・
舜
•
萬
•
湯
・
文
・
武
と
い
っ
た
古
代
先
王
す
べ
て
を
肯

定
で
き
る
理
論
を
作
り
上
げ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
「
萬
章
問
日
、
人

至
於
萬
而
徳
衰
、
不
偲
於
賢
而
偲
於
子
。
有
諸
。
孟
子
日
、

不
然
也
。
天
奥
賢
則
典
賢
、
天
奥
子
則
輿
子
」
「
孔
子
曰
、
宇

虞
祠
、
夏
后
殷
周
継
、
其
義
一
也
」
（
『
孟
子
』
万
章
上
篇
）
と
か
、

「
日
、
臣
試
其
君
可
乎
。
日
、
賊
仁
者
謂
之
賊
。
賊
義
者
謂
之
残
。

残
賊
之
人
、
謂
之
一
夫
。
聞
誅
一
夫
紺
突
、
未
聞
試
君
也
」
（
『
孟

子
』
梁
恵
王
下
篇
）
と
い
っ
た
孟
子
の
言
説
は
、
そ
う
し
た
課
題

に
答
え
よ
う
と
し
た
―
つ
の
試
み
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
注
8
)
0

な
お
『
唐
虞
之
道
』
『
容
成
氏
』
『
孟
子
』
の
立
場
を
比
較

す
る
と
、
以
下
の
図
の
よ
う
に
な
る
。

(
1
)

年
代
測
定
の
結
果
は
、
『
上
博
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
研
究
』
（
上
海
書

店
出
版
社
、
二

0
0
二
年
三
月
）
所
収
の
「
馬
承
源
先
生
談
上
海
簡
」

に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

(
2
)
以
下
『
容
成
氏
』
の
引
用
は
、
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
二
）
』

（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二

0
0
二
年
十
二
月
）
に
よ
る
。
た
だ
し
同

書
の
竹
簡
の
排
列
に
は
多
く
の
疑
問
点
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で

本
稿
で
は
、
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
二
）
讀
本
』
（
萬
巻
棲
、

二
0
0
三
年
七
月
）
所
収
の
蘇
建
洲
「
容
成
氏
諄
繹
」
に
従
っ
て
排

列
を
変
更
し
た
箇
所
が
あ
る
。
ま
た
同
書
の
指
摘
や
私
見
に
よ
っ
て
、

注
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『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
二
）
』
の
釈
文
を
改
め
た
箇
所
が
存

在
す
る
が
、
紙
数
の
都
合
に
よ
り
逐
一
の
注
記
を
省
い
た
。

(
3
)
郭
店
楚
簡
『
唐
虞
之
道
』
は
党
の
出
自
に
つ
い
て
、
「
古
者
党
生
於

天
子
而
有
天
下
」
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
る
。

(
4
)
筆
者
は
『
新
出
土
資
料
と
中
国
思
想
史
』
（
大
阪
大
学
中
国
学
会
『
中

国
研
究
集
刊
』
別
冊
、
二

0
0
二
年
六
月
）
で
、
こ
う
し
た
可
能
性

を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
。
蘇
建
洲
「
容
成
氏
諄
繹
」
も
、
こ
の
点

に
関
し
て
ほ
ぼ
同
じ
見
解
を
示
し
て
い
る
。

(
5
)
上
博
楚
簡
『
孔
子
詩
論
』
の
大
雅
皇
突
•
大
明
の
箇
所
で
は
、
「
懐

年
明
徳
、
誠
謂
之
也
。
有
命
自
天
、
命
此
文
王
、
誠
命
之
也
。
信
突
。

孔
子
日
、
此
命
也
夫
。
文
王
唯
裕
也
、
得
乎
此
命
也
」
と
、
文
王
が

受
命
し
て
い
た
こ
と
が
、
孔
子
の
口
を
借
り
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。

前
述
の
よ
う
に
す
で
に
『
詩
経
』
が
文
王
の
受
命
を
再
三
明
言
し
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
孔
子
詩
論
』
の
中
で
改
め
て
そ
の
真
偽
が

問
題
と
さ
れ
る
背
兼
に
は
、
『
容
成
氏
』
の
よ
う
に
文
王
の
受
命
を
否

定
す
る
文
献
の
存
在
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(
6
)
『
子
羊
~
』
に
つ
い
て
は
、
書
物
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
ど
う
考
え
る

か
に
つ
い
て
、
な
お
検
討
す
べ
き
点
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
問
題

に
関
す
る
詳
細
に
つ
い
て
は
、
福
田
哲
之
「
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚

竹
書
『
子
羊
~
』
の
再
検
討
」
（
『
新
出
土
資
料
と
中
国
思
想
史
』
所
収
）

参
照
。

(
7
)

こ
の
点
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
郭
店
楚
簡
『
唐
虞
之
道
』

の
著
作
意
図
ー
禅
譲
と
血
縁
相
続
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
大
久
保
隆
郎
教

授
退
官
紀
念
論
集
漠
意
と
は
何
か
』
東
方
書
店
、
二

0
0
一
年
十

二
月
）
参
照
。

(
8
)

初
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
上
博
楚
簡
の
書
写
年
代
は
、
前
三
七
三

年
か
ら
前
二
七
八
年
の
間
と
な
る
。
原
著
の
成
立
時
期
は
当
然
写
本

の
書
写
年
代
を
遡
る
か
ら
、
『
容
成
氏
』
は
戦
国
前
期
（
前
四

0
三
＼

前
三
四
三
年
）
か
ら
戦
国
中
期
（
前
三
四
ニ
ー
前
二
八
二
年
）
に
か

け
て
、
す
で
に
成
立
し
て
い
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
方
、

孟
子
の
活
動
時
期
は
、
前
三
二

0
年
頃
か
ら
前
三

0
0年
頃
と
推
定

さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
『
容
成
氏
』
は
、
孟
子
に
先
行
す
る
文
献
で

あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
「
人
有
言
。
至
於
萬
而
徳
衰
、
不
博
於
賢
而

偲
於
子
。
有
諸
」
と
い
っ
た
万
章
の
疑
問
も
、
『
容
成
氏
』
に
類
す
る

文
献
の
記
述
を
踏
ま
え
て
発
せ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

付
記
：
小
論
は
、
磯
部
彰
氏
（
東
北
大
学
）
を
領
域
代
表
と
す
る
文
部
科

学
省
科
学
研
究
費
•
特
定
領
域
研
究

(
A
)
「
東
ア
ジ
ア
出
版
文

化
の
研
究
」
の
一
環
と
し
て
、
筆
者
が
研
究
代
表
者
と
な
っ
た
「
戦

国
か
ら
秦
．
漠
へ
の
時
代
転
換
と
写
本
の
変
化
」
に
よ
る
研
究
成

果
の
一
部
で
あ
る
。
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【
孟
子
】 B

 
A 

A A A 
『
唐
虞
之
道
』
『
容
成
氏
』
『
孟
子
』
三
者
の
比
較

王
朝
交
替
に
対
す
る
立
場

歴
史
の
枠
組
み
…
…
甕
．
舜
•
萬
は
禅
譲
、
湯
·
武
は
放
伐
、
夏
·
殷
・
周
は
世
襲
。

三
者
は
A
と
B
の
間
を
ど
う
調
停
し
た
か
。

【
唐
虞
之
道
】

禅
譲
の
み
を
王
朝
交
替
の
理
想
型
と
す
る
立
場

‘
l

唐
虞
の
み
取
り
上
げ
て
賞
賛
。
不
都
合
な
部
分
に
は
触
れ
な
い
。

r

ノ

B

発
ー
ー
l

舜
！
萬

I

湯
|
ー
ー
文
•
武

＊
三
代
の
先
王
を
否
定
せ
ず
に
済
む
が
、
歴
史
の
枠
組
み
全
体
を
扱
え
な
い
。

【
容
成
氏
】

禅
譲
の
み
を
王
朝
交
替
の
理
想
型
と
す
る
立
場

歴
史
的
経
緯
を
改
変
°

,

L

価
値
評
価
を
加
え
る
。

天
命
を
介
在
さ
せ
ず
。

B

上
古
帝
王

1

巻
？
，
—
|
発
I

舜
I

萬
I

湯
ー
ー
—
文
•
武

＊
歴
史
の
枠
組
み
全
体
を
扱
え
る
が
、
湯
王
を
否
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
紺
に
の
み
天
誅
を
介
在
さ
せ
る
。

禅
譲
と
血
縁
世
襲
を
と
も
に
肯
定
す
る
。
放
伐
を
も
誅
殺
に
す
り
替
え
て
是
認
す
る
。

↑
歴
史
的
経
緯
を
す
べ
て
肯
定
す
る
。

B

党
I

舜
ー
ー
i

萬
—
—
湯

I

文
•
武

＊
歴
史
の
枠
組
み
全
体
を
扱
え
る
と
同
時
に
、
古
代
先
王
す
べ
て
を
肯
定
で
き
る
。

天
・
命
・
天
命
を
正
当
化
の
論
拠
に
す
る
。
王
朝
交
替
の
理
想
型
は
消
滅
す
る
。
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